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病児保育事業低所得者助成事業について(案) 

 

【目的】 

 本市において実施する病児保育事業を利用する保護者に対し、病児保育利用料の一部を助成することに

より、子育て家庭の経済的負担の軽減および児童福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

 

【病児保育事業の実施状況】 

  ・市立輪島病院（病児対応型・病後児対応型） 

     利用料 1日あたり 2,500円 

       ※病児対応型については、平成 28年度から実施予定。 

 

  ・輪島市子育て支援センター 病後児童在宅保育サービス（訪問型） 

利用料 1日あたり 2,000円 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年度の方針】 

病児保育事業を利用する低所得者について、利用料の一部を助成する予定。 

 


